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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月7日(2014.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のコンテンツの再生を制御する再生制御部を備え、
　前記再生制御部は、
　前記所定のコンテンツを他の情報処理装置と同期して再生する場合に、前記他の情報処
理装置における前記所定のコンテンツの再生状態を示す情報を受信し、前記所定のコンテ
ンツを前記他の情報処理装置と同期して再生するに際し、受信した前記情報に応じて、前
記所定のコンテンツと他のコンテンツとを切り替えて再生する制御をする
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記再生制御部は、
　　前記他の情報処理装置において前記所定のコンテンツの再生が一時停止されたことを
示す情報を受信した場合、前記所定のコンテンツの再生を一時停止して前記他のコンテン
ツの再生に切り替え、
　　前記他の情報処理装置において前記所定のコンテンツの再生の一時停止が解除された
ことを示す情報を受信した場合、前記他のコンテンツの再生を停止して前記所定のコンテ
ンツの再生に切り替える
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記再生制御部は、前記所定のコンテンツの内容の盛上りの度合いを示す盛上り特性の
値が、所定の閾値以下となった場合に、前記所定のコンテンツの再生を一時停止して前記
他のコンテンツの再生に切り替える
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記所定のコンテンツを再生する再生モードとして、前記他の情報処理装置と同期して
再生する同期再生モードと、前記他の情報処理装置と非同期に再生する通常再生モードと
のうち一方から他方へ切り替える再生モード切替部を
　さらに備え、
　前記再生制御部は、前記再生モード切替部により前記同期再生モードに切り替えられた
場合、前記他の情報処理装置における前記所定のコンテンツの再生状態を示す情報を受信



(2) JP 2012-222503 A5 2014.5.22

する
　請求項１乃至３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記再生制御部は、前記所定のコンテンツの音声レベルが一定のレベル以下となった場
合、またはシーンチェンジが検出された場合に、前記所定のコンテンツの再生を一時停止
して前記他のコンテンツの再生に切り替える
　請求項１乃至４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記再生制御部により前記他の情報処理装置において前記所定のコンテンツの再生が一
時停止されたという情報が受信された場合、前記他の情報処理装置における前記所定のコ
ンテンツの再生の一時停止時間の計測を開始する計時部をさらに備える
　請求項１乃至５のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記再生制御部は、前記計時部により計測されている前記一時停止時間が予め設定され
た許容時間を超えた場合、前記他のコンテンツの再生を前記所定のコンテンツの再生に切
り替える
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記計時部は、前記一時停止時間が前記許容時間を超えた場合、前記許容時間を超えて
からの一時停止時間の計測を開始する
　請求項６または７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記再生制御部は、前記一時停止時間が許容時間を超えた後で、前記他の情報処理装置
において前記所定のコンテンツの再生の一時停止が解除されたという情報を受信した場合
、その後の前記所定のコンテンツの再生を、前記許容時間を超えてからの一時停止時間の
分だけ遅延する
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記再生制御部は、前記所定のコンテンツの再生を、前記許容時間を超えてからの一時
停止時間の分だけ遅延させるために、前記所定のコンテンツの前記盛上り特性の値が所定
の閾値以下となった場合に、前記所定のコンテンツの再生を前記他のコンテンツの再生に
切り替える処理を、前記盛上り特性の値が所定の閾値以下である区間分の前記他のコンテ
ンツの再生が、前記許容時間を超えてからの一時停止時間の分になるまで繰り返す
　請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記再生制御部は、前記所定のコンテンツの再生を、前記許容時間を超えてからの一時
停止時間の分だけ遅延させるために、前記所定のコンテンツの前記盛上り特性の値が所定
の閾値以下となった場合に、前記所定のコンテンツの再生を前記他のコンテンツの再生に
切り替える処理を、前記盛上り特性の値が所定の閾値以下である区間分の前記他のコンテ
ンツの再生が、前記許容時間を超えてからの一時停止時間から前記所定のコンテンツの所
定の区間の再生時間を除いた分になるまで繰り返す
　請求項９または１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記他のコンテンツは、前記所定のコンテンツに関係する内容のコンテンツ、広告コン
テンツ、または前記ユーザの嗜好を反映した内容のコンテンツである
　請求項１乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記再生制御部により前記所定のコンテンツまたは前記他のコンテンツが再生されてい
る最中に、前記他の情報処理装置との間で送受信されるテキストデータを表示する表示部
を
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　さらに備える請求項１乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記所定のコンテンツ及び前記他のコンテンツは、ネットワークを介してストリーミン
グ配信されたものであり、
　前記ストリーミング配信された前記所定のコンテンツ及び前記他のコンテンツを記録す
る記録部を
　さらに備え、
　前記再生制御部は、受信した前記情報に応じて、前記記録部に記録された前記所定のコ
ンテンツと前記他のコンテンツとを切り替えて再生する制御をする
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記他のコンテンツは、ネットワークを介してストリーミング配信されたものであり、
　前記ストリーミング配信された前記他のコンテンツ、及び前記所定のコンテンツを記録
する記録部を
　さらに備え、
　前記再生制御部は、受信した前記情報に応じて、前記記録部に記録された前記所定のコ
ンテンツと前記他のコンテンツとを切り替えて再生する制御をする
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　所定のコンテンツの再生を制御する再生制御ステップを含み、
　前記再生制御ステップの処理は、
　前記所定のコンテンツを他の情報処理装置と同期して再生する場合に、前記他の情報処
理装置における前記所定のコンテンツの再生状態を示す情報を受信し、前記所定のコンテ
ンツを前記他の情報処理装置と同期して再生するに際し、受信した前記情報に応じて、前
記所定のコンテンツと他のコンテンツとを切り替えて再生する制御をする
　情報処理方法。
【請求項１７】
　所定のコンテンツの再生を制御し、
　前記所定のコンテンツを他の情報処理装置と同期して再生する場合に、前記他の情報処
理装置における前記所定のコンテンツの再生状態を示す情報を受信し、前記所定のコンテ
ンツを前記他の情報処理装置と同期して再生するに際し、受信した前記情報に応じて、前
記所定のコンテンツと他のコンテンツとを切り替えて再生する制御をする
　制御処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　具体的には、図６Ｂに示されるように、表示装置１２－２では、時刻ｔａ１から時刻ｔ
ａ２の間に、コンテンツＣ２として共同視聴コンテンツ４１のシーン４１－３が再生され
た。したがって、表示装置１２－２では、表示装置１２－１でコンテンツＣ１として共同
視聴コンテンツ４１のシーン４１－３の再生が終わる時刻ｔｂ２まで、コンテンツＣ２と
して個別ＣＭコンテンツ５１－２の再生が続けられる。なお、図６Ｂの例では、個別ＣＭ
コンテンツ５１－２は、時刻ｔｂ１から時刻ｔｂ２の間に、シーン５１－２１乃至５１－
２ｋが再生される。そして、時刻ｔｂ２で、コンテンツＣ２は、個別ＣＭコンテンツ５１
－２ｋから、共同視聴コンテンツ４１のシーン４１－４に切り替えられる。したがって、
時刻ｔｂ２は、表示装置１２－２の共同視聴コンテンツ４１の一時停止解除点となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　このように、コンテンツＣ２を、共同視聴コンテンツ４１から個別ＣＭコンテンツ５１
－２に切り替えるタイミングとして、共同視聴コンテンツ４１の盛上り特性に応じたタイ
ミングを採用することで、ユーザＵ２の違和感が減少すると想定できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　表示装置１２－１の共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐが許容時間ｔｈを超え
ると、その時点から新たに一時停止時間ｔｘの計測が開始される。すなわち、一時停止時
間ｔｐが許容時間ｔｈを超えた時刻ｔｂ２から、コンテンツＣ１としての共同視聴コンテ
ンツ４１の一時停止時間ｔｘの計測が開始される。コンテンツＣ１として共同視聴コンテ
ンツ４１についての一時停止時間ｔｘが継続されている間、表示装置１２－１では共同視
聴コンテンツ４１の一時停止状態が続くのに対して、表示装置１２－２側では共同視聴コ
ンテンツ４１の再生が続けられる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　その後、図７Ａに示されるように、表示装置１２－１では、時刻ｔａ２に、コンテンツ
Ｃ１としての共同視聴コンテンツ４１の一時停止状態が解除されたとする。すると、表示
装置１２－１では、コンテンツＣ１として、共同視聴コンテンツ４１のシーン４１－３か
ら再生が開始される。すなわち、時刻ｔａ２は、表示装置１２－１の共同視聴コンテンツ
４１の一時停止解除点となる。なお、コンテンツＣ１の共同視聴コンテンツ４１の一時停
止時間ｔｘは、コンテンツＣ２の共同視聴コンテンツ４１の一時停止解除点である時刻ｔ
ｂ２から、コンテンツＣ１の共同視聴コンテンツ４１の一時停止解除点である時刻ｔａ２
までの時間となる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　時刻ｔａ２以降は、コンテンツＣ１としてもコンテンツＣ２としても共同視聴コンテン
ツ４１が再生される。しかしながら、コンテンツＣ１は、表示装置１２－２のコンテンツ
Ｃ２の共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐの間に、コンテンツＣ２として再生さ
れた分の共同視聴コンテンツ４１のシーンの再生が遅れている。すなわち、表示装置１２
－１，１２－２の各々において再生されている共同視聴コンテンツ４１は、表示装置１２
－１の共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐの分だけズレが生じている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１１７】
　したがって、時刻ｔａ２以降、表示装置１２－２は、コンテンツＣ２として適宜個別Ｃ
Ｍコンテンツ５１－２の再生を挟むことによって、時間ｔｐ分のズレを解消させる。この
場合にも、表示装置１２－２がコンテンツＣ２を共同視聴コンテンツ４１から個別ＣＭコ
ンテンツ５１－２に切り替えるか否かの判断要素として、ユーザＵ２の違和感を減少させ
るために、共同視聴コンテンツ４１の盛上り特性が採用される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　表示装置１２－１，１２－２の各々で共同視聴コンテンツ４１の再生されている部分の
時間的ズレが解消されるまで、表示装置１２－２は、コンテンツＣ２として個別ＣＭコン
テンツ５１－２を挿入し、その後共同視聴コンテンツ４１に再度切り替えるといった処理
を繰り返し実行する。すなわち、表示装置１２－２では、時刻ｔａ２以降、表示装置１２
－１側での共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐの分だけ、共同視聴コンテンツ４
１が遅延して再生される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　時刻ｔａ２以降は、コンテンツＣ１としてもコンテンツＣ２としても共同視聴コンテン
ツ４１が再生される。しかしながら、コンテンツＣ１は、表示装置１２－１のコンテンツ
Ｃ１の共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐの間に、コンテンツＣ２として再生さ
れた分の共同視聴コンテンツ４１のシーンの再生が遅れている。すなわち、表示装置１２
－１，１２－２の各々において再生されている共同視聴コンテンツ４１は、表示装置１２
－１の共同視聴コンテンツ４１の一時停止時間ｔｐの分だけズレが生じている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２１０】
　これにより、ユーザＵ１は、ユーザＵ１用の表示装置１２－１で再生されている共同視
聴コンテンツ４１と、他のユーザの表示装置１２で表示されている共同視聴コンテンツ４
１の再生位置を把握することができる。例えば、ユーザＵ１が、共同視聴コンテンツ４１
の視聴場所から所定時間離れた場合には、表示装置１２－１で再生されている共同視聴コ
ンテンツ４１は、所定時間分遅れて再生されているので、枠１９１と再生位置表示タグ１
９２の位置にはズレが生じる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３６
【補正方法】削除
【補正の内容】
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